
＜郵送による請求の流れ＞

 ①  ②郵 送    ※④郵送  
 ③郵送    ⑤郵送

※開示決定通知書受領後、封筒に
・実費負担代（現金書留又は郵便小為替）
・返信用封筒（郵送先を記入の上、切手貼付）
     を同封の上、下記送付先まで郵送してください

＜送付先＞
293-8506
千葉県富津市下飯野2443番地
富津市役所 総務課

市役所 相談
受付

開示・不開示の決定
開示

開示請求者 電話
行政文書開示請求書

の作成
開示決定通知書
の受領

行政文書の写し受領


